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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は英文名を「Ｆounder's Ｃonsultants Ｈoldings Inc.」（新しい価値を創造する専門家集団）と称し、社会資本整備の一翼を担う建設コンサルタ

ント事業を中核事業として、その社会的責務の履行によって、株主、顧客、従業員の各ステークホルダーの満足度を最大限に高めることで、企業
価値の継続的向上を図ることを、経営の基本方針としています。

　その実現には、業務執行の迅速性、経営の透明性、事業上のリスク特定、監視・監督機能の有効性を保持・推進するコーポレート・ガバナンスの
構築と実践が不可欠であると認識し、その推進に努めています。

　具体には、当社グループは持株会社体制に移行することで、経営機能と事業運営機能の分離によって効率化と有機的結合を推進しグループ力
の強化を図るとともに、当社は監査等委員会設置会社として経営の効率性・迅速性を高め、加えて、指名/報酬諮問委員会の設置等によりガバナ
ンス体制の強化を図っています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、ＪＡＳＤＡＱ上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

該当事項はありません。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社ＦＣホールディングス 424,381 9.06

ＦＣホールディングスグループ社員持株会 313,934 6.70

株式会社もみじ銀行 199,650 4.26

株式会社西日本シティ銀行 166,100 3.55

株式会社福岡銀行 161,777 3.45

株式会社十八銀行 146,300 3.12

奥村学 129,200 2.76

光通信株式会社 115,280 2.46

丸田稔 82,100 1.75

株式会社広島銀行 66,550 1.42

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

2020年７月１日付けで普通株式１株につき1.1株の割合で株式分割を行ったことにより、発行済株式総数（自己株式を466,819株を含む）が468,512
株増加し、5,153,632株となっています。なお、株式分割後の発行可能株式総数は12,000,000株であり、変更ありません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 6 月



業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 9 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

野田仁志 税理士

高山和則 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

野田仁志 ○ ○ 当社独立役員に指定しています。

　野田仁志氏は、税理士として会計・税務に関
して高度で幅広い知見を有しており、豊富な実
務経験から当社の経営に関して客観的・中立
的な立場で監査と助言を頂けると判断していま
す。

　また、同氏については、当社との間に特別な
利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じ
ることはないと判断し、独立役員として指定しま
した。



高山和則 ○ 　

高山和則氏は、2007年10月から2016年6
月まで、当社の取引金融機関であるもみ
じ銀行株式会社の取締役に就任していま
した。

現在は、湯布高原株式会社の代表取締
役社長に就任していますが、当社との取
引はありません。

　高山和則氏は、地域金融機関において、多
種多様な分野・規模の企業に関する融資、審
査、投資等に関わり、取締役として直接経営に
参画するなど、豊富な実務経験と高い能力・識
見を有しています。

　2017年3月以降は、事業会社の代表取締役
社長として経営全般に関わっています。これら
の実績を踏まえ、当社の経営に関して客観的・
中立的な立場で監査と助言を頂けるものと判
断しました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を常設し、使用人を置きます。取締役会は監査等委員会の同意のうえ、原則として定
時株主総会後の取締役会において当該使用人を任命しています。

また、当該使用人が監査等委員会の職務の補助を行う際には、その指揮命令権は監査等委員に属するものとして、当該使用人の独立性を確保
しています。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員は、会計監査人から監査計画、監査重点項目や監査の実施経過等について報告を受け、必要に応じて意見交換を行うとともに、監
査室から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けるなど、連携を密にして効率的な監査を実施するよう努めます。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名/報酬諮問委員
会

4 2 2 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名/報酬諮問委員
会

4 2 2 2 0 0
社内取
締役

補足説明

　取締役の候補者や報酬の決定に際して、審議・答申を行うことにより、透明性と客観性を確保しています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 1 名

その他独立役員に関する事項

―――



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

・当社の取締役(監査等委員である者を除く。)に対する報酬は、定額報酬、業績に連動した賞与と譲渡制限付株式の付与により構成されてい

　ます。

・譲渡制限付株式の付与制度は、2019年9月26日開催の第３期株主総会において承認され、株主の皆様と更なる価値共有を進めること、

　および当社の中長期の業績との連動性を高め、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的としています。

・本制度によって付与される株式は、一定期間継続して当社の取締役を務めることを条件とする「継続勤務型譲渡制限付株式」と、当社の中長期

　的な業績目標達成を条件とする「業績連動型譲渡制限付株式」により構成しています。なお、「業績連動型譲渡制限付株式」は、業績目標として

　以下の2つの指標について、同時達成を支給条件としています。

　　営業利益率　10％以上

　　ＲＯＥ（自己資本利益率）　10％以上

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

１．取締役（監査等委員を除く。）の報酬について

　・2019年９月26日開催の第３期定時株主総会において、総額150百万円以内と決議しました。内訳として、定額報酬と業績に連動した賞与を

　　年額100百万円以内とし、株式報酬枠として「継続勤務型譲渡制限付株式」と「業績連動型譲渡制限付株式」を合わせて年額50百万円以内

　　としています。

２．監査等委員である取締役の報酬

　・2017年９月26日開催の第１期定時株主総会において年額30百万円以内と決議しました。なお、報酬は定額報酬のみとしています。

３．第４期（2019年７月１日から2020年６月30日まで）の役員報酬は以下のとおりです。

　　　　　　　役員区分　　　　　　　　　　　定額報酬　　　賞　与　　　　 株式報酬　　　合　計　

　取締役（監査等委員を除く）　3名　　41,736千円　　　　－千円　　13,269千円　　55,005千円

　取締役（監査等委員）　　 　　3名　　 14,700千円　　　　－　　　　　　　－　　　　 　14,700千円

　　うち社外取締役　　　　　　　 2名　 　6,000千円　　 　　－　　　　　　　－　　　　 　 6,000千円

　　合　計　　　　　　　　　　　　　 6名　　56,436千円　　　　－ 　　 　13,269千円　　 69,705千円　　　　　　　　　

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．取締役の報酬の決定方針

　・当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、企業価値の継続的向上につながり、業務執行・経営監督の機能に応じて、

　　それぞれが適切に発揮されるよう、役員報酬制度を定めています。当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。

　ａ．報酬水準の考え方

　　・当社役員が担うべき機能・役割、当社業績水準等に応じた報酬水準とします。また、当社が目指す業績水準を踏まえ、経営層の報酬として、

　　　業績の達成状況等に応じた報酬水準を実現することで、次世代の経営を担う人材の成長意欲を喚起し、組織の活力向上を図ります。

　ｂ．報酬構成の考え方

　　・取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、固定報酬、業績と連動した賞与のほかに、株主価値との連動性をより強化した株式報酬を

　　　設けることで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成としています。

　　・監査等委員である取締役については、適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、固定報酬のみを支給し、業績に

　　　より変動する報酬は支給しません。

　ｃ．報酬ガバナンスについて

　　・取締役(監査等委員を除く。)の報酬の決定方針、報酬水準・構成の妥当性、その運用状況等については、取締役会の諮問機関であり、社外

　　　取締役が過半数を占める指名/報酬諮問委員会において審議し、取締役会はその答申を尊重します。



２．取締役の報酬制度

　・当社の取締役の報酬制度は株主総会の承認を経て以下のとおり定めています。

　ａ．監査等委員を除く取締役

　　・定額報酬は、「役員報酬・賞与規程」に基づき、職責に応じて毎月定額を支給します。

　　・賞与は、「役員報酬・賞与規程」に基づき、その期の業績に応じて算定します。

　　・株式報酬は、株主の皆様と更なる価値共有を進めること、および当社の中長期の業績との連動性を一層高め企業価値の持続的な向上を

　　　図るインセンティブを与えることを目的としています。なお、本制度により支給される株式は「継続勤務型譲渡制限付株式」と「業績連動型

　　　譲渡制限付株式」で構成しており、その具体的な支給条件は以下のとおりです。

　　　　・「継続勤務型譲渡制限付株式」は、一定期間継続して当社の取締役を務めることを条件として支給します。

　　　　・「業績連動型譲渡制限付株式」は、当社の中長期的な業績目標達成を目標に、営業利益率10％、ROE(自己資本利益率)10％の同時

　　　　　達成を条件として支給します。

　　・報酬総額は、2019年9月26日開催の第３期定時株主総会において承認された年額150百万円以内とし、その内訳は、定額報酬と賞与の

　　　総額を年額100百万円以内、株式報酬総額を年額50百万円以内とします。

　ｂ．監査等委員である取締役

　　・「役員報酬・賞与規程」に基づき、職責に応じて毎月定額を支給します。

　　・報酬総額は、2017年9月26日開催の第1期定時株主総会において承認された年額30百万円以内とします。

３．取締役の報酬の決定方法

　・当社の取締役の個別の報酬は以下の手続きを経て決定しています。

　ａ．監査等委員を除く取締役

　　・取締役会において検討された報酬額について、以下に示す指名/報酬諮問委員会の審議・答申を受けて取締役会において決定しています。

　　　　・2019年7月29日　第4期第1回指名/報酬諮問委員会：第３期取締役賞与案を審議し、妥当と答申

　　　　・2019年8月26日　第4期第2回指名/報酬諮問委員会：第4期取締役定額報酬案を審議し、妥当と答申。譲渡制限付株式報酬制度の導入

　　　　　について制度内容を審議し、妥当と答申

　　　　・2019年9月26日　第4期第3回指名/報酬諮問委員会：譲渡制限付株式報酬の個別配布案を審議し、妥当と答申

　ｂ．監査等委員である取締役

　　・年額30百万円の支給枠内で監査等委員会の協議によって個別報酬を決定しています。

【社外取締役のサポート体制】

　社外取締役の要請に応じて、監査室が適宜サポートを行っています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

ａ．業務執行

　　関係法令ならびに会議規程に則り、取締役会で経営全般の意思決定を行います。また取締役会及び代表取締役社長の下に傘下グループ会
社の取締役等を含む経営戦略会議を設置し、取締役会から一部権限移譲された重要事項について、迅速に執行する体制を整備しています。

ｂ．監査・監督

　監査等委員会は、原則として取締役会開催に合わせて開催し、監査方針、監査計画、業務分担を決定するほか、各監査等委員から、当社及び
子会社の業務や財政状況の監査結果について報告を受け、協議を行います。監査等委員の監査活動は、社内の重要な会議に出席するほか、当
社並びに子会社及びその主要な事業所の調査等を実施し、代表取締役その他の業務執行者に対する監査・監督を行います。

また、会計監査人が会計監査および内部統制監査を行います。

ｃ．指名・報酬決定

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の指名は、指名/報酬諮問委員会からの審議・答申に基づき、取締役会が行います。また、監
査等委員である取締役候補者の指名は監査等委員会の同意のもと取締役会が行います。

　個別の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、指名/報酬諮問委員会からの審議・答申に基づき、取締役会が、個別の監査等委
員である取締役の報酬は監査等委員の協議により決定します。　

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の事業規模を勘案し、効果的かつ効率的な意思決定及び業務執行が可能であり、また適切な経営監督及び監査体制の整備、運用がなされ
ていると判断し、上記ガバナンス体制を選択しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の招集通知については、法定期日前に発送します。

集中日を回避した株主総会の設定 決算期を6月とし、9月末に株主総会を開催します。

電磁的方法による議決権の行使 2020年9月24日開催の定時株主総会より導入済みです。

その他
2019年9月開催の定時株主総会まで、総会終了後に株主の皆様との懇談会を開催してい
ましたが、2020年9月開催の懇談会は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて中止とし
ました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
毎年３月に開催し、第２四半期報告、業績の見通し、中長期プラン等を説明し
ていますが、2020年は新型コロナウイルス感染拡大を受けて規模を縮小しつ
つ、１月25日（大阪会場）、同27日（東京会場）に分散して開催しました。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

毎年９月に開催し、期末決算報告にあわせて決算概要、業績の見通し、長期
プラン、中期の方針等について説明を行っていますが、2020年は新型コロナウ
イルス感染拡大を受けて中止としました。

あり

IR資料のホームページ掲載 当社のホームページに掲載します。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画室が担当します。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

経営の基本方針のひとつに、ステークホルダーの満足度向上を位置付け、その促進に取
り組んでいます。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

（環境保全活動）

当社グループは建設コンサルタント事業を主としており、その中の環境マネジメント分野に
おいて、動植物等の環境調査、水質調査、環境アセスメントなど行うとともに、道路・河川整
備に伴う生活環境や自然環境の調査、環境保全対策等を提案しています。

また、2019年４月、特定子会社である㈱福山コンサルタントと子会社㈱エコプラン研究所
は、NPO法人北九州ビオトープ・ネットワーク研究会との三社で共同企業体を組成し、北九
州市若松区に立地する「響灘ビオトープ」の指定管理事業として、施設の管理運営を開始
しました。その運営活動では、「池に入ってワクワク生き物探し」や「ジャンボタニシ駆除大
作戦」などのイベントを通じて、市民と一体となって環境教育を実践しています。

（ＣＳＲ活動）

特定子会社である(株)福山コンサルタントは、女性活躍推進法に基づく活動を積極的に
行っており、2019年1月に福岡労働局より「えるぼし(認定段階1)」の認定を受けたところで
すが、継続的改善に努め10月には「えるぼし(認定段階2)」の認定を受けました。さらに、
2019年7月には宮城県の認証制度である「女性のチカラを活かす企業認証」を取得しまし
た。これらを契機としてさらに働きやすい職場作りに力を入れ、女性の力を活かして地域に
貢献していきます。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ホームページを広報媒体の主軸として位置付け、ニュース・リリース、株主通信、取材記事
などについて積極的な情報提供を行います。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制システムをコーポレート・ガバナンスの根幹的な実行手段として位置付け、その基本的な方針と実施体制を整備しかつ維持して
います。

１．当社および子会社の取締役および使用人の業務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　イ．当社および子会社のすべての役職員は、定款、組織規程、職務権限規程等の内部諸規定ならびに会社法、技術士法をはじめとする関係法
令等の理解と実践が、社会規範を順守した行動の基本であることを強く認識し、事業部門と事業地域にまたがる横縦断的組織編制によって、常に
複数者による業務執行管理体制を整えています。

　ロ．取締役会は、事務局を設置し、必要に応じて社外専門家の意見を求めて、議案の事前および事後チェックを継続しています。

　ハ．監査室は、内部統制基本方針書に基づき、内部監査ならびに役職員教育を定期的かつ適時に実施し、当社および子会社の業務が法令定
款および諸規定に適合している状態を維持、継続していく役割を果たすことで、経営の健全性および効率性の向上を図っています。

　二．社内において組織または個人による不正行為やハラスメント等が行われた際、役職員等が社外の弁護士に直接通報できる「外部ホットライ
ン」を整備するとともに、通報者に対して不利益がないことを確保しています。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役会事務局は、取締役会の議事録、取締役の職務に係る決裁書類および各種契約文書等を、文書管理規程に基づき保存・管理し、適時に
監査室による内部監査によってその適法性確認を受ける体制としています。

３．当社および子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

　当社および子会社は、「リスク管理マニュアル」を作成し、全役職員に対し周知徹底しています。また、危機管理事務局を設置するとともに全役職
員に対して説明会を実施し、逐次変化するリスクの特定とその対策の決定およびモニタリングの実効性を高めることで、適時かつ正確な　リスク情
報が取締役に報告される体制を維持しています。

４．当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、経営計画に関する規程に基づき、長期・中期・年次の経営計画および財務計画を体系的に策定し、計画達成のための戦略立案者と施
策実行者との役割分担と評価指標を明確にしています。なお、子会社は、当社に準じて経営計画等を作成し実行するとともに、毎月度に当社取締
役会へ計画達成状況の報告を行う体制としています。

　また、当社の代表取締役社長が当社および子会社の全役職員に対し、長期・中期・年次の経営計画等を説明する機会を継続的に設けて、戦
略・施策の浸透を図っています。

５．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、子会社から定期的に業務執行および財務状況の報告を受ける管理体制を構築しています。

６．当社および子会社の取締役および使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、そ
の他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　イ．取締役並びに使用人からの報告は取締役会において行うことを基本としています。

　ロ．監査等委員会は、必要に応じて役職員に対して随時個別に報告を求めることができます。その他、稟議書や決裁書類についても、必要に応
じて閲覧を請求することができます。

　ハ．監査等委員会は、監査の実効性を高めるため、代表取締役社長および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を行っています。

７．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの
独立性ならびに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

　監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を常設し、使用人を置きます。取締役会は監査等委員会の同意のうえ、原則として
定時株主総会後の取締役会において当該使用人を任命しています。

　また、当該使用人が監査等委員会の職務の補助を行う際には、指揮命令権は監査等委員に属するものとして、当該使用人の独立性を確保して
います。

８．監査等委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社は、監査等委員会へ報告を行った当社および子会社の取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として　不利な取扱いは行
わないことを取締役会において決議し役職員に対して周知しています。

９．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当
該　　職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針

　監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をした時は、当該監査等委員の職務執行に必要でないと認めら
れた場合を除き、速やかに当該請求に基づき支払いを行います。

　なお、監査等委員は、当該費用の支出にあたってはその効率性および適正性に留意します。

１０．その他の体制

a．経営戦略会議

　取締役会及び代表取締役社長の下に傘下グループ会社の取締役等を含む経営戦略会議を設置し、取締役会から一部権限移譲された重要事
項について、迅速に執行する体制を整備しています。本会は、長期・中期・年次の経営計画等に基づいて、取締役会の指揮により効率的に事業を
執行するとともに、関連する主要課題について幅広く協議し、必要に応じて、取締役会へ方針や施策などの具申を行っています。

ｂ．指名/報酬諮問委員会

　任意の機関として、代表取締役及び社外取締役を含むメンバーから構成する指名/報酬委員会を設置し、取締役の候補者や報酬の決定に際し
て、審議・答申を行うことにより、透明性と客観性を確保しています。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．基本方針

　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して、毅然とした態度で臨み、顧問弁護士・警察等外部機関と連携す



ることで、これらとの関係を一切遮断することを基本方針としています。

２．体制の整備

　当社は、上記基本方針の実践のため「リスク管理マニュアル」を作成し、その履行を全社員に周知徹底しています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



　選任・解任 　選任・解任 選任・解任

　　監査・監督

答申

　選定・解職 監査

監査

　管理指示 監査

株主総会

代表取締役社長

取締役会

取締役（監査等委員除く）3名　

指名/報酬諮問委員会 取締役（監査等委員）3名　　監査等委員会

経営戦略会議

戦略推進本部

特定子会社取締役会

監査等委員会
事務局

監査室

事業管理室

会
計
監
査
人

各事業会社

経営企画室

　運営指示


